
 

 
岡山県カンボジアビジネスサポートデスク（I-GLOCAL Heng VengAnn） 

初めに 
 

現在、カンボジアでは製造業企業が増えており、カンボジア国内で生産された商品の国内流通

も多くなってきた。しかし、未だに国内生産できない商品も多く、消費財は世界各国より輸入

販売されているケースが多い。市販品にはバーコードの登録が要求されるが、バーコードを使

用する際は GS1 カンボジア協会への登録が必要となる。本レポートは GS1 カンボジア協会の

メンバー登録について述べたい。 

 

1. GS1 カンボジア協会 

 

GS1 はバーコードなどの流通コードを管理している国際機関であり、現在 110 以上の国と地域

が加盟している。GS1 カンボジア協会はカンボジア商工会議所の管理下で 2003 年 6 月 27 日に

設立され、流通コードの管理においてカンボジアで重要な役割を果たしている。同協会は、電

子制御を推進するための世界的なコミュニケーション開発に携わっており、GS1 において 120

国以上の国や地域へのサービス提供を行っている。 

 

2. GS1 システム（バーコード） 

 

 GS1 システム（バーコード）は、数字や文字で構成された情報であり、通常データベースと組

み合わせて使用されるバーコードスキャナによって読み取られる。（下記、バーコードサンプ

ル参照） 

 

 バーコード番号は、商品、資産、書類、および人物の身元を迅速に識別することが可能である。

バーコードを使用することで、データ入力時のミスや製品ラベルの誤用を減らすことが出来る。

また、GS1 システム（バーコード）を用いる利点として、製造チェーンにおける経営効率の向

上、例えば輸出可能性の向上や、備蓄管理の簡略化、チェーン内のある企業から別の企業への

貿易関係の改善などがあげられる。GS1 システム（バーコード）を使用する企業に対して提供

されるコードは異なるものであり、一般的に製品情報と価格はバーコードにより関連付けるこ

とは出来ず、 商品識別番号のみを表せる。 

 

3. GS1 カンボジア協会のメンバー登録  

 

GS1 システム（バーコード）は主に卸売業者、小売業者、 サービス、工場、 電気通信などの

組織および機関などが利用しており、メンバー登録を行うと、製品の各バーコード番号を設定

でき、世界的に認識される。 

GS1 カンボジア協会へメンバー登録が可能な企業はカンボジア国内において設立された企業の

みである。カンボジア GS1 システム（バーコード）を利用する為には、先ず GS1 カンボジア

協会メンバー登録を行う必要があるが、登録手続きの重要なポイントは下記の通りである。 

 

まず、下記の申請書フォームの記入が必要となる。 

GS1 カンボジア協会メンバー登録について 



 

  

 
 

申請書フォームには、会社情報（会社名、住所、電話番号など）の記入が必要であり、フォー

ムに記入する以外に、以下の書類を準備する必要がある。 

1. 商業省より発行された商業証明書：1 部 

2. 会社情報リストもしくは定款：1 部 

3. 身分証明書もしくはパスポート：1 部 

4. パテント証明書（税務総局への登録申請書）：1 部 

 
 

なお、GS1 カンボジア協会の初回メンバー登録料および年会費は以下の通りである。 

 

1.  カンボジア企業の場合: 

- 資本金 50 万 USD 以下：メンバー登録料 100USD 、年会費 50USD  

- 資本金 50 万 USD 以上：メンバー登録料 200USD 、年会費 100USD   

 

2. 外資企業の場合:  

-     資本金 100 万 USD 以下：メンバー登録料 300USD 、年会費 200USD 

- 資本金 100 万 USD 以上から 500 万 USD 以下まで：メンバー登録料 300USD、 年会費

300USD 

- 資本金 500 万 USD から 1000 万以下まで：メンバー登録料 400USD 、年会費 500USD 



- 資本金 1000 万 USD 以上から 2000 万 USD 以下まで：メンバー登録料 500USD 、年会費

600USD 

- 資本金 2000 万 USD 以上 : メンバー登録料 500USD 、年会費 700USD  

 

参考までに、EAN/UCC 8 型バーコードを使用する際には上記の費用に加え、メンバー登録料

300USD、 年会費 100USD を支払う必要がある。 

 

なお、上記の支払いは、現金、小切手、クレジットカードおよび GS1 カンボジア協会への銀行

振り込み（ANZ Royal Bank 、口座番号：103288 、SWIFT コード：ANZBKHPP）で支払うこと

が出来る。申請書フォームおよび初回メンバー登録料の支払いが完了した後、メンバーとして

認められ、GS1 システム（バーコード）の使用が可能となる。 

 

GS1 カンボジア協会のメンバー登録の利点としては、 

➀ 直ちにバーコードが配布される 

➁ バーコード配布に関する技術的助言を受けることが出来る 

➂ 毎年のセミナーへの参加が可能 

➃ 自社製品のセミナーでの展示 

➄ 2 年ごとに、優良企業を選ぶプログラムが行われる 

➅ バーコード技術開発に関する情報のハンドブックを提供される 

➆ 全メンバーは GIPIR （Global Electronic Party Information Registry）システムに無料で 

利用することが可能 
 

バーコードを利用する際の注意点としては、 

1. 小売商品を特定する必要がある 

2. 製品ケースの内側と外側の特定   

3. バーコードタイプの選択（下記サンプル参照） 

－小売製品（ケースで販売する製品含め）の場合は EAN/UCC-13 型を使用するべきで

ある 

－ケース製品（有効期限などの追加情報がない）の場合は ITF 14 型を使用するべきで

ある 

－ケース製品（輸送目的で使用される製品および、有効期限などの追加情報がある）の

場合は GS1-128 型を使用するべきである 

－小さなパッケージの製品の場合は EAN/UCC 8 型を使用するべきである 

   4．バーコードは各会社で印刷を行い、商品に添付する必要がある。 

 
 

バーコードのサンプル 

 

     EAN/UCC-13 型                        EAN/UCC-8 型                      ITF-14 型/GS1-128 

                                        
 



 

4. 終わりに 
 

GS1 カンボジア協会の目的は、バーコード製品識別システムの導入を推進し、製品流通の効率

化を容易にすることにある。また、世界的な GS1 標準への加盟を容易にすることで、バーコー

ド製品識別システムの普及を図り、人々の生活をより豊かに改善していくことにある。バーコ

ード製品識別システムの導入に関しては、本レポートを参考にしていただければ幸いである。 
 

5.     参考資料 
 

GS1 カンボジア協会の公式ホームページ 

https://gs1cambodia.org/km-kh/ 

GS1 カンボジア協会の YouTube ビデオ 

https://www.youtube.com/watch?v=y8BcONd2fTI 

GS1 カンボジア協会のフェイスブックホームページ 

https://www.facebook.com/gs1cambodia.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


